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令和 3年 10月 25日以降における県民・事業者の皆様へのお願い（案） 
 

令和３年１０月２０日 

 

 本県では、令和３年１０月１日から２４日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下、「特措法」

という。）第２４条第９項の要請等を段階的緩和措置等として実施しています。 

 現在、感染状況が落ち着いていることから、「４ イベント等の開催」に係る要請等を除き、１０月２４

日をもって段階的緩和措置等を終了します。 

 １０月２５日以降、感染防止対策と社会経済活動の両立を図っていくため、以下のとおり、ご協力をお

願いします。 

 

 

１ 県民へのお願い 

 ・ 「三つの密」を徹底的に避けるとともに、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなど

の手指衛生」等の基本的な感染防止対策を徹底してください。 

 ・ 帰省や旅行・出張など都道府県間の移動に際しては、基本的な感染防止対策を徹底し、特に大人数

の会食を控えてください。 

 ・ 飲食等については、お客様の命を守る取組に参加する「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店

＋(プラス)」認証店をご利用ください。  
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２ 事業者（施設管理者等を含む。）へのお願い 

 ・ これまでにクラスターが発生しているような施設や、「三つの密」のある施設については、徹底した

感染防止対策を講じてください。 

 ・ 職場への出勤について、在宅勤務（テレワーク）、時差出勤、自転車通勤等、人との接触を低減する

取組を推進してください。 

 ・ 職場での「居場所の切り替わり」に注意し、休憩室、更衣室、喫煙室等での感染防止対策を徹底して

ください。 

 ・ 人と人との間隔をできるだけ１ｍ以上空けるなど業種別ガイドラインを遵守するとともに、「彩の国

『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。 

 

３ 飲食店等へのお願い 

 ・ 人と人との間隔をできるだけ１ｍ以上空けるなど業種別ガイドラインを遵守するとともに、「彩の国

『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。 

 ・ 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言飲食店＋(プラス)」の認証を取得していない飲食店等は、速や

かに取得するようにお願いします。 
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４ イベント等の開催（令和３年１０月３０日（土）まで） 

特措法第２４条第９項に基づく要請 

○ 人数上限及び収容率 

【人数上限】「５，０００人」又は「収容定員の５０％（かつ１０，０００人以下であること。）」のいずれか大きい方 

【収 容 率】大声での歓声・声援がないことを前提とし得るもの：収容定員の「１００％」 

      大声での歓声・声援があることが想定されるもの ：収容定員の「 ５０％」 

       → 「人数上限」、「収容定員に収容率を乗じた人数」のいずれか小さい方とします。 

         （ただし、チケット既存販売分（参加者への招待や案内済みのものを含む。）には適用しません。） 

 施設の収容定員 

5,000人以下 5,001～10,000人 10,001～20,000人 20,001人以上 

大声なし 収容定員まで 5,000人まで 収容定員の半分まで 10,000人まで 

大声あり 収容定員の半分まで 10,000人まで 
 

その他のお願い 

○ 営業時間の短縮等 

【営業時間】 午後９時まで（無観客の場合を除きます。） 

【酒類の提供】 終日、提供を自粛（飲酒の機会を設けないでください。） 

【入場整理】・ 入場整理を徹底し、ホームページ等を通じて広く周知してください。 

       ・ 地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェスなど収容定員が設定されていない場合は、十分な人との 

        距離（１ｍ以上）を確保してください。 

○ 業種別ガイドライン等の遵守 

 ・ 業種別ガイドラインや施設ごとに定めた「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」の使用・遵守を徹底してください。 

○ 飲食の際における働きかけ 

 ・ 飲食の際は、昼夜を問わず「マスク飲食」「静美食」「ランチの時もマスク」を徹底して利用者に働きかけてください。 
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○ 事前相談及び事後フォローアップについて 

【対    象】 全国的な移動を伴うイベント、又はイベント参加者が 1,000人を超えるようなイベント 

【事 前 相 談】 主催者は、イベント開催の２週間前までに県に事前相談してください。 

        （「大声なし」、「大声あり」については、事前相談の中で、実態に照らして個別具体的に判断します。） 

【事後ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ】 主催者は、当該イベント内で感染者が発生するなどの事情が生じた場合、イベント開催時の結果報告資料

を県等に提出してください。 
 
 

５ 県主催イベント等及び県有施設の取扱い 

 ・ 県主催イベント等については、徹底した感染防止対策を講じることを条件に開催します。 

 ・ 屋内県有施設については、人数上限等の要請を受けている施設と同様の要請を遵守し、次に掲げる

徹底した感染防止対策を講じ主催者に徹底させることを条件に開館します。 

  ◇ 以下の感染防止対策を徹底します。 

   ・ マスク着用、手指消毒、検温など来場者の感染防止対策 

   ・ 諸設備の消毒、施設スタッフの体調管理の徹底 

   ・ 三密を回避するための入場制限、来場者導線や社会的距離を確保する等の感染防止対策 

   ・ 接触確認アプリ（COCOA、埼玉県 LINEコロナお知らせシステム）の導入 

   ・ その他、シャワーの使用方法など個々の感染防止対策については、業種別ガイドラインの遵守の徹底や「彩の国『新しい

生活様式』安心宣言」を厳守するように求めます。 

６ 技術実証に係る特例 

 ・ 国または県等が「ワクチン・検査パッケージ」の技術実証を行う場合、上記１から５までの要請等

について特例的に取り扱います。 

   なお、その内容等については、別途、知事が定めます。 



10月25日以降の県立学校の対応

① 基本的な感染防止対策の徹底

④ 部活動

 文化祭・体育祭等の学校行事
・企画内容の工夫と感染防止の徹底

 泊を伴う修学旅行等
・目的地の状況等を踏まえて判断

 感染拡大防止対策を徹底した上で、県のガイドラインに基づく活動を実施
・練習試合、県外での活動、合宿等は、慎重に判断

基本方針：感染防止対策の徹底を継続し、各種教育活動を実施

 体調不良者等（家族も含む）の登校・出勤自粛の徹底

 マスクの正しい着用・換気・食事中の対策等の徹底
 教職員・生徒のワクチン接種の促進

③ 学校行事

② 学習活動
 感染症対策を徹底した上で実施


